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1 背景と制度趣旨
〇2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、地域資源である再生可能エネルギーの
活用が重要であるが、一部の再エネ事業では環境への適正な配慮がなされず、また、
地域との合意形成が十分に図られていないこと等に起因した地域トラブルが発生

〇2022年４月に施行された改正地球温暖化対策推進法では、地方公共団体実行計画制度を
拡充し、円滑な合意形成を図りながら、適正に環境に配慮し、地域に貢献する再エネ
事業の導入拡大を図るため、地域脱炭素化促進事業の促進に関する制度を創設

〇市町村が、国や都道府県が定める環境配慮の基準に基づき、再エネ促進区域や再エネ事業に
求める環境保全・地域貢献の取組を自らの地方公共団体実行計画に位置づけ、適合する
事業計画を認定する仕組み
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出典：地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)【環境省】



２ 環境配慮基準・促進区域の設定
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都道府県

〇国の基準を踏まえ、地域の自然的社会的条件に応じた環境配慮基準を設定

市町村

〇国・都道府県の基準に基づき、促進区域等を設定

出典：地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(地域脱炭素化促進事業編)【環境省】

事業者の利点

〇促進区域で認定された事業は、円滑な合意形成を図りやすい

〇農地法や自然公園法などの許可等手続のワンストップ化（許可等が不要になるものではない）

〇環境影響評価法に基づく手続きの一部が不要になる



３ 促進区域の設定に係る基準（国）

促進区域の設定に係る国基準
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〇国の基準では、全国一律で促進区域から除外すべき区域などについて規定

※都道府県の促進区域の設定に係る環境配慮基準は、地域の実情に応じて、国の基準に上乗せ・横出し

出典：地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック(第３版)【環境省】

促進区域から除外すべき区域：× 考慮すべき区域：△



４ 促進区域の設定に係る基準（都道府県）

促進区域の設定に係る都道府県基準
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〇都道府県の促進区域の設定に係る環境配慮基準は、施設の種類ごとの環境配慮事項を
検討し定める

出典：地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック(第３版)【環境省】



促進区域に含めない区域（イメージ）
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〇太陽光発電施設を対象とした、促進区域に含めない区域のイメージは以下のとおり

出典：地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック(第３版)【環境省】

×



考慮すべき環境配慮事項等（イメージ）①
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〇太陽光発電施設を対象とした、考慮すべき環境配慮事項等※のイメージは以下のとおり

※一律に促進区域に含めないこととするとまではいえないものの、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないよう
措置する観点から考慮が必要な区域・事項

出典：地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック(第３版)【環境省】

△



考慮すべき環境配慮事項等（イメージ）②
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出典：地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック(第３版)【環境省】

△



特例事項と適用除外（イメージ）
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〇「特例事項」とは、都道府県基準で定める一部の考慮を要しないこととするもの

〇「適用除外」とは、都道府県基準で定める全ての考慮を要しないこととするもの

特例事項等は、再エネ施設の規模や設置形態などに応じて、環境負荷が比較的小さい場合
に設定することが可能であり、以下のような施設であれば、県で定める×・△区域であって
も、設置することが可能

例：

・住宅の屋根に設置されるもの
・工場の屋根に設置されるもの
・屋根置きかつ10kW未満のもの 等



５ 県の環境配慮基準の策定に当たっての考え方

太陽光発電施設
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区域 国基準 県基準 理由

砂防指定地、地すべり防止区域、
急傾斜地崩壊危険区域

△ × 災害発生防止の観点から、促進区域に含めない区域とする

土砂災害特別警戒区域 ー × 災害発生防止の観点から、促進区域に含めない区域とする
※国の「地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンド
ブック」では促進区域に含めない区域として例示

土砂災害警戒区域、河川区域、
河川保全区域、河川予定地

ー × 災害発生防止の観点から、促進区域に含めない区域とする

生息地等保護区（監視地区）、
国立・国定公園（第２・３種の
特別地域）、保安林

△ × 希少生物や自然保護等の観点から、促進区域に含めない区域
とする

ラムサール条約湿地、国指定鳥
獣保護区、県指定鳥獣保護区
（特別保護地区）、県自然環境
保全地域等、県立自然公園の特
別地域、風致地区

ー × 希少生物や自然保護、景観等の観点から、促進区域に含めな
い区域とする

特別緑地保全地区、近郊緑地特
別保全地区、近郊緑地保全地区

ー × 良好な自然環境や災害の防止の観点から、促進区域に含めな
い区域とする

優良農地 ー △ 優良農地については、ソーラーシェアリングの普及の妨げに
ならないよう、除外すべき区域には設定しないものの、考慮
すべき区域・事項とし、農業との調和を図る

国基準：地球温暖化対策推進法施行規則において定められている基準
県基準：再生可能エネルギーの促進区域の設定に関する環境配慮基準 (素案)
【×：促進区域に含めない区域 △：考慮すべき区域・事項 ー：特段の定めなし】

環境配慮基準を設定する再エネ種別 太陽光発電施設及び風力発電施設（洋上風力発電を除く）

国ハンド
ブック×

国ハンド
ブック×



風力発電設備
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区域 国基準 県基準 理由

砂防指定地、地すべり防止区域、
急傾斜地崩壊危険区域

△ × 災害発生防止の観点から、促進区域に含めない区域とする

土砂災害特別警戒区域 ー × 災害発生防止の観点から、促進区域に含めない区域とする

土砂災害警戒区域、河川区域、
河川保全区域、河川予定地

ー × 災害発生防止の観点から、促進区域に含めない区域とする

生息地等保護区（監視地区）、
国立公園・国定公園（第２・３
種の特別地域）

△ × 希少生物や自然保護等の観点から、促進区域に含めない区域
とする

保安林 △ △ 保安林については、一律に促進区域に含めない区域とすると、
風況の良い防風保安林等も除外されてしまうため、考慮すべ
き区域・事項とし、森林の公益的機能との調和を図る。

ラムサール条約湿地、国指定鳥
獣保護区、県指定鳥獣保護区
（特別保護地区）、県自然環境
保全地域等、県立自然公園の特
別地域、風致地区

ー
※

× 希少生物や自然保護、景観の観点から、促進区域に含めない
区域とする
※国のハンドブックでは促進区域に含めない区域として例示

特別緑地保全地区、近郊緑地特
別保全地区、近郊緑地保全地区

ー × 良好な自然環境や災害の防止の観点から、促進区域に含めな
い区域とする

優良農地 ー × 風力発電の場合は、除外すべき区域とする

国基準：地球温暖化対策推進法施行規則において定められている基準
県基準：再生可能エネルギーの促進区域の設定に関する環境配慮基準 (素案)
×：促進区域に含めない区域 △：考慮すべき区域・事項 ー：特段の定めなし

国ハンド
ブック
×・△

国ハンド
ブック×



６ 御議論いただきたい点
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太陽光発電施設及び風力発電施設の環境配慮基準について、資料２「再生可能エネル
ギーの促進区域の設定に関する環境配慮基準の方向性について」のとおり考えていると
ころ、促進区域に含めない区域や考慮すべき区域・事項等について御議論いただきたい。

例：

✓〇〇地域は促進区域に含めない区域に加えるべき

✓〇〇地域は考慮すべき区域・事項に加えるべき

✓考慮すべき区域・事項としている〇〇地域は、災害リスクを考慮し、促進区域に含め
ない区域にするべき

✓発電施設ごとの特性に応じ、促進区域に含めない区域等について、より考慮して環境
配慮基準を策定すべき



７ 今後の検討スケジュールについて
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➢令和５年11月９日

第１回 千葉県環境審議会企画政策部会（趣旨説明・方向性）・・・諮問

➢12月27日（予定）

第２回 千葉県環境審議会企画政策部会（素案）

➢令和６年１月

パブリックコメント

➢3月

第３回 千葉県環境審議会企画政策部会（案）・・・答申

再生可能エネルギーの促進区域の設定に関する環境配慮基準の決定


